
事業承継⽀援補助⾦

当該施設に賦課される
固定資産税相当額を

３年間分補助します。

雇⽤⽀援補助⾦

雇⽤した従業員１⼈につき
最⼤５０万円補助します。

施設改修等への補助

施設の新築⼜は改修
に要する経費の⼀部

を補助します。

1億円
＼受付開始／

令和６年４⽉１⽇から

MENU11

本補助⾦の対象となるのは、本市の宿泊拠点である湯⽥温泉の温泉街エ
リアにおいて、令和２年４⽉１⽇から令和３年３⽉３１⽇までの間に廃
業した宿泊施設の事業承継です。

【受付・お問い合わせ】⼭⼝市交流創造部観光交流課
〒753 - 8650 �⼭⼝市⻲⼭町２番１号
MA I L � : � k a n k o@ c i t y . y am a g u c h i . l g . j p TE L : � 0 8 3 - 9 34 - 2 810

合計最⼤     を補助！！

※ ⼭⼝市都市核づくりビジョン（令和４年３⽉３１⽇策定）において、温泉資源の活⽤による更なる観光、宿泊・保養拠点としての機能強化を図ることを位置づけているエリア。

山口市湯田温泉宿泊施設事業承継支援についてのお知らせ山口市湯田温泉宿泊施設事業承継支援についてのお知らせ

MENU２２ MENU３３

湯⽥温泉の「温泉街エリア」�において、コロナ禍の影響等により廃業した
宿泊施設の事業を承継する事業者に対して、固定資産税相当の⽀援、雇⽤奨励⾦
に加え、取得施設の改修費や新築費等の⼀部を最⼤１億円補助します。

※

（案件が⽣じた際に、補正予算編成し対応。）


